
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の 

適用に伴うお願い（奈良産業保健総合支援センター） 

 

政府が 4月 5日から大阪府、兵庫県等に新型コロナウイルス感染に関する「まん延防

止等重点措置」の適用を決定しましたことに伴い、適用期間中につきましては、同措置

適用府県知事が指定します対象区域から、当センターが開催します研修会・セミナーへ

のご参加につきましては自粛いただきますようお願い致します。 
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